
議案第２３号 

「北九州市立学校の校長及び教員としての資質向上に関する指標

」の改正及び「北九州市教育委員会人材育成基本方針」の改訂に

ついて 

 「北九州市立学校の校長及び教員としての資質向上に関する指標」の改正及  

び「北九州市教育委員会人材育成基本方針」の改訂については次のとおりであ

る。

  令和５年１０月２６日提出

                     北九州市教育委員会

                      教育長 田 島 裕 美

提案理由 「北九州市立学校の校長及び教員としての資質向上に関する指標」

については、文部科学省指針の改正等に伴う所要の改正を行う必要があり、

「北九州市教育委員会人材育成基本方針」については、取組み期間の満了に

より、国の動きや本市の現状と課題を踏まえた改正を行う必要があることか

ら、この議案を提出する。 



Ｒ５年１０月２６日

教 職 員 課 

「北九州市立学校の校長及び教員としての資質向上に関する指標」の

改正及び「北九州市教育委員会人材育成基本方針」の改訂について 

１「北九州市立学校の校長及び教員としての資質向上に関する指標」について 

   教育公務員特例法及び文部科学省指針の規定に基づき、本市の教員が身に付

けるべき資質の基準として平成２９年に定めた「北九州市立学校の校長及び教

員としての資質向上に関する指標」について、文部科学省指針の改正などを踏

まえて別添案のとおり改正を行うもの。 

２「北九州市教育委員会人材育成基本方針」について 

   本市教員の養成・採用・育成などの一体的な取組の方針を示すものとして平

成２９年に定めた「北九州市教育委員会人材育成基本方針」について、取組み

期間が満了したため、国の動きや本市の現状と課題を踏まえて別添案のとおり

改訂を行うもの。 



北九州市立学校の校長及び教員としての資質の向上に関する指標（案）
ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４

【教職準備期】

教職現場での実践的課

題を見通し、求められる

資質の基盤を形成する。

【教職基礎形成期】

チーム学校の一員として学級

担任や教科担当を担う。 

【教職資質向上期】

指導力を発揮し、ミドルリーダ

ーとして学校運営に参画する。 

【教職資質充実期】

高い指導力を発揮するととも

に、重要な校務分掌の責任を担

い、学校運営を推進する。

【教職資質発展期】 

高い指導力や豊富な経験
を生かし、学校運営を推進す
る。 
(教諭等)

豊富な経
験を生か
し、広い視
野で組織的
な学校運営
を行う。 
（管理職） 

教

職

の

素

養

Ａ 

豊かな 
人間性 

法令やマナーについ
て理解し、基本的なコ
ミュニケーション力を
身に付けている。

教育公務員として法令を遵守し、社会人としてふさわしいマナーやコミュニケーション力を身に付けることができる。 
自己実現を目指し、学校外の事にも目を向けながら社会性を磨き、幅広い教養を身につけ、業務改善、ワーク・ライフ・バラン
スの視点をもちながら、教育活動を展開することができる。 

管
理
職
の
指
標
は
、
「北
九
州
市
立
学
校
校
の
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
向
上
に
関
す
る
指
標
」ス
テ
ー
ジ
４
（管
理
職
）を
参
照

Ｂ 
使命感 

教育公務員の使命を
理解している。

教職への高い使命感、北九州市への深い理解、社会の変化に対応しながら新たなことに挑戦する姿勢をもち、熱意をもって
教育活動を展開することができる。

Ｃ 
人権尊重 
の精神 

人権尊重の精神に基
づき、人権に配慮した
行動をとっている。

人権尊重の精神に基づき、高い人権感覚をもち、児童生徒、教職員、保護者や地域との信頼関係を構築することができる。

チ
ー
ム
学
校
を
支
え
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

Ｄ 
学校組織
の理解と

運営 

学級担任の役割、学
校組織、協働性の意義
を理解している。

チーム学校の一員として、学校
経営方針に基づいた学級経営の
方針を立て、指導することがで
きる。 
学級事務を正確・丁寧に行い、効
率的に処理することができる。

ミドルリーダーとして、学校経
営方針の実現に向けて学校運営
に参画することができる。 
学級事務について、他の教職
員に範を示すことができる。

学校運営におけるリーダーとしての役割を自覚し、学校経営方針
の実現に向けて学校運営を推進することができる。
学級事務について他の教職員に指導・助言を行うことができる。

Ｅ 
自己啓発
人材育成

生涯にわたって自ら
学び続けることの意義
を理解している。

ＯＪＴ、校外研修、自己啓発を
通して、自己の実践力を磨くこと
ができる。

自らも学ぶ姿勢をもちメンターと
してメンティーの課題や悩みに気付
き、支援するとともに、支え合える環
境づくりに努めることができる。

自らも学び続けながら、自己の経験や専門性を生かし、他

の教職員を支援することができる。

Ｆ 

危機管理

様々な問題事例を通
して危機管理の重要性
を理解している。

問題発生時、迅速かつ適切に
対応することができる。 
安全や教育効果に配慮した環
境を整備し、課題について「報
告・連絡・相談」を確実に行うこ
とができる。

組織の一員として連携しなが
ら危機を予測し、未然防止を図
るとともに、早期対応に努める
ことができる。

学校全体での情報の共有を推進し、危機を予測し、未然防

止を図るとともに、早期対応に努めることができる。

Ｇ 
保護者や

地域との
連携 

保護者や地域との信
頼関係の構築等、連携
することの重要性を理
解している。

保護者や地域との信頼関係を
築き、連携することができる。

自分より経験の浅い教職員に
範を示しながら、保護者や地域
との関わりを深め、連携するこ
とができる。

他の教職員に範を示しながら、保護者や地域との関わり

を深め、連携することができる。

学

習

指

導

Ｈ 
授業構想 

授業展開 

授業評価 

・改善 

児童生徒の実態把握
の必要性や学習指導要
領、指導技術の基礎を
理解している。 

授業参観の在り方
や、授業者の発問の意
図、児童生徒の変容のと
らえ方を理解している。

児童生徒の実態を把握した上
で、学習指導要領の理解を基
に、指導と評価の計画を立て、
指導技術の基礎及び応用を踏ま
えた授業をすることができる。 

自身の授業を振り返り、課題をつ
かみ、改善に生かすことができる。 

優れた授業からよい授業のイ
メージをもつことができる。

教材研究を通して目指す児童
生徒の像をイメージし、指導と評
価の一体化を想定し、児童生徒
の実態に応じた発展的な授業を
することができる。 

適切な授業評価を行い、さらなる
授業力の向上を図ることができる。 

優れた授業からよりよい授業のイ
メージをつくることができる。 

学校経営方針に基づいたカリキュラム・マネジメントを行
い、授業に臨むことができる。 

児童生徒の実態に応じたより発展的な授業をすることが
できるとともに、効果的な指導法の情報や実践を他の教員
に発信することができる。 

主題研究推進の中核として、自校の課題を明らかにし、全
職員の授業力向上を推進することができる。

生
徒
指
導

Ｉ 
学級経営・ 
生徒指導 

児童生徒理解の意義
や方法、個や集団を指
導するための手だてを
理解している。

学級一人一人の背景を意識した
学級経営を行うことができる。 

児童生徒に寄り添い、保護者
や校内組織等と連携し、生徒指
導を行うことができる。

学年の児童生徒を取り巻く環
境を的確にとらえた児童生徒理
解ができる。 

学年全体、学校全体の動きを
考え、早期発見・早期対応に努
め、生徒指導を行うことができ
る。

学校全体の児童生徒の状況を教職員相互で共通理解できるよう
に働きかけることができる。 

学年・学校内における諸問題の未然防止に努め、管理職及び校
内組織との情報の共有を図り、適切な生徒指導を推進することが
できる。

Ｊ 

特別な配慮や支
援を必要とする
子どもへの対応 

特別な配慮を必要と
する児童生徒の特性や
支援の意義を理解して
いる。 

個別の指導計画等に基づき、
児童生徒の特性や実情を踏まえ
た個に応じた学習上・生活上の
指導及び支援ができる。 

組織的な連携のもと、個別の
指導計画等の改善・充実を図り
つつ、個に応じた適切な指導及
び必要な支援の工夫ができる。 

主体的に関係機関等との連携や校内での連絡調整を図るな
ど、学校全体での指導及び支援を主導することができる。 

Ｋ 
ＩＣＴや情報・教育

データの利活用 

授業や校務への ICT
活用に必要な操作方法及
び情報活用能力・情報モ
ラルの育成の意義や効果
を理解している。

ICT活用や教育データ活用に関する基礎的・基本的な技術を身に付け、各教科等の特質や学習過程を踏まえて ICTを日常
的・効果的に活用して、授業を展開することができる。 
児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、情報モラルについて指導することができる。 

資 質 



※幼稚園においては、「児童生徒等」に「幼児」を含む。また「学習」「授業」は「保育」、「生徒指導」は「幼児理解」とする。 

資 質 

ステージ４ （管理職） 

副校長・教頭 校長・園長 

教
職
の
素
養

Ａ
豊かな 
人間性 

自ら法令遵守の精神の範を示すとともに、他の教職員に指導することができる。 
業務改善、ワーク・ライフ・バランスの視点を持った職場を実現することができる。

Ｂ 使命感 
教職への高い使命感、北九州市への深い理解、社会の変化に対応しながら新たなことに挑戦する姿勢をもち、熱意をもって教育活動を展

開することができる。

Ｃ 
人権尊重 
の精神 

人権尊重の精神に基づき、高い人権感覚をもち、児童生徒等、教職員、保護者や地域との信頼関係を構築することができる。 

チ

ー

ム

学

校

・園
を

支

え

る

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

Ｄ

学
校
・園
組
織
の
理
解
と
運
営

学
校
経
営
（
課
題
設
定
・
解
決
）

様々なデータ等を収集・分析するなど、アセスメントをもとに学校全
体の状況を把握し、校長を補佐して教職員を指導することができる。 
学校教育目標に基づき、進展状況を把握し、計画を進めることがで
きる。 
学校の中・長期的な学校経営ビジョンを策定し、校長に提案すること
ができる。 
次年度の学校経営に生かすために成果と課題を明確にし、校長に進
言することができる。 

様々なデータ等を収集・分析するなど、アセスメントをもとに学校・
園内外の状況を大局的・多面的・多角的に把握し、中・長期的な学校・園
経営ビジョンを明確に打ち出し、教育委員会と連携しながら対応策を
講じることができる。 
課題解決に向けて進展状況を把握し、必要な指導・助言を行うこと
ができる。 
成果と課題を把握し、次年度の学校経営に生かすことができる。 

組
織
管
理
・運
営

学校教育目標達成のために、一人一人の教職員の能力と役割・健康
状態・働き方等を把握・理解し、心理的安全性のある協働的な組織運営
について進言し、推進することができる。 
チーム学校による組織力を高めるために、学校の職員・多様な専門
スタッフや保護者・地域・関係機関等の強みを生かし、組織運営を推進
することができる。 
人権の尊重や生徒指導について、問題事象の未然防止を含め、計画
的に行うための情報収集に努め、組織運営を推進することができる。 

学校・園教育目標達成のために、一人一人の教職員の能力と役割・健
康状態・働き方等を把握・理解し、心理的安全性のある協働的な組織を
つくることができる。 
学校・園の職員・多様な専門スタッフや保護者・地域・関係機関等の強
みを生かし、チーム学校・園による組織力を高めていくファシリテーシ
ョンができる。 
人権の尊重や生徒指導について、問題事象の未然防止を含め、計画
的に行うための組織づくりと運営ができる。 

学
校
事
務
・
財
務
管
理

学校に係る事務及び対外的な事務を、効率的に処理させ、常に点検
することができる。 
必要な予算の確保及び執行を確認し、適切な処理が行われるよう、
点検することができる。 
効果的な事務執行に向けて、校長を補佐し、適切に報告することで
改善に努めることができる。 

学校・園に係る事務及び対外的な事務が、効率的かつ適切に処理さ
れていることを確認し、適正な状態を保つことができる。 
必要な予算の確保及び執行を計画的かつ適切に行うよう、指導する
ことができる。 
効果的な事務執行に向けて、報告に基づき、点検・改善することがで
きる。 

Ｅ

自
己
啓
発
・人
材
育
成

人
事
管
理
・育
成
／
服
務
管
理

自らも探究心をもって学び続け、校長を補佐して教職員の資質・能
力や意欲の向上と学校の活性化を図ることができる。 
教職員の模範となるとともに、校長を補佐し、教職員と十分なコミュ
ニケーションをとり、児童生徒への関わりについて把握し、校長へ報告
するとともに、全体に指導・助言することができる。 
教職員一人一人の個性・特徴やキャリアステージを的確に把握し、面
談等に基づいた適切な人事評価及び校内人事について校長を補佐す
ることができる。 
ミドルリーダーの適性を見極め、校務分掌が円滑に遂行できるよう
に指導・助言し、業務に対する意欲を高める中で、女性活躍を推進する
視点を持ち、次世代の管理職を育てることができる。 

自らも探究心をもって学び続け、教職員の資質・能力や意欲の向上
と学校の活性化を図ることができる。
教職員の模範となるとともに、教職員と十分なコミュニケーションを
とり、児童生徒等に適切に関わることができるよう教職員全体に指導・
助言することができる。 
教職員一人一人の個性・特徴やキャリアステージを的確に把握し、面
談等に基づいた適切な人事評価及び校内人事を行うことができる。 
  教職員が常に学び続けようとする姿勢を育むために、研修履歴等
を活用した対話による研修の受講奨励を適切に行うことができる。 
ミドルリーダーに中心的な役割を与え、責任ある業務を行わせる中
で、積極的に女性活躍を推進する視点を持ち、次世代の管理職を育て
ることができる。 

Ｆ

危
機
管
理

危
機
・安
全
管
理

保護者や地域・関係諸機関と連携し、校長を補佐しながら児童生徒
の安全・安心、学校の危機管理に努めることができる。 
管理体制を把握し、緊急の場合に、対応方針に基づいて、適切に教
職員を動かすことができる。 

児童生徒等の安全・安心、学校・園の危機管理について学校・園体制
を整備するとともに、保護者や地域・関係諸機関との協力体制を確立
できる。 
管理体制が十分であるか常に状況を把握し、緊急の場合に適切に判
断し、対応方針を示すことができる。 

Ｇ

保
護
者
や
地
域
等
と
の
連
携

連
携
・協
働

校長を補佐しながら学校・保護者や地域・関係諸機関と連携・協働
し、学校力向上に努めることができる。 
校長を補佐して学校内外に対して説明責任を果たし、情報を発信す
ることができる。 

保護者や地域・関係諸機関と連携・協働し、学校・園力を高めること
ができる。 
学校・園内外に対して説明責任を果たし、情報を発信することができ
る。 

学
習
指
導

Ｈ 
授業構想 

授業展開 
授業評価 
・改善

社会に開かれた教育課程の理念の下、カリキュラム・マネジメントを行うことができる。 
ＰＤＣＡサイクルに基づく全校体制による校内研究等を通して、教員の授業力の向上を図ることができる。 

生
徒
指
導

Ｉ 
学級経営・ 
生徒指導

教職員相互で児童生徒等の状況を共通理解できるように環境を整えることができる。 
諸問題に対する未然防止対策を講じるとともに、様々な関係機関等と連携した生徒指導を行うことができる。 

Ｊ 
特別な配慮や支

援を必要とする

子どもへの対応

関係機関等との連携を確立・強化し、組織的な児童生徒等の理解及び個に応じた指導・支援を推進できる。 

Ｋ 
ＩＣＴや情報・教育
データの利活用

ICT、情報・教育データ等を組織的に管理し、ICT活用の推進体制を整備することができる。 

別 表 （案）



北九州市立学校の養護教諭としての資質の向上に関する指標（案） 
ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４

【教職準備期】

養護教諭として、職務

に対する志を高め、求め

られる資質・能力の基盤

を形成する。

【教職基礎形成期】

若年養護教諭として、職務に

関する基礎的・基本的な資質・能

力を形成する。

【教職資質向上期】

中堅養護教諭として、主体的

に組織運営に関わるとともに、

職務に関する専門性を高める。

【教職資質充実期】

エキスパート養護教諭として、

組織運営を主導するとともに、

職務に関する専門的で高度な実

践を展開し、指導性を発揮する。

【教職資質発展期】 

高い指導力や豊富な経験

を生かし、学校運営を推進す

る。 

(教諭等)

豊富な経験
を生かし、
広い視野で
組織的な学
校運営を行
う。 
（管理職）

教

職

の

素

養

Ａ 
豊かな 
人間性 

法令やマナーについ

て理解し、基本的なコ

ミュニケーション力を

身に付けている。

教育公務員として法令を遵守し、社会人としてふさわしいマナーやコミュニケーション力を身に付けることができる。 

自己実現を目指し、学校外の事にも目を向けながら社会性を磨き、幅広い教養を身につけ、業務改善、ワーク・ライフ・バランスの視点をもち

ながら、教育活動を展開することができる。

管
理
職
の
指
標
は
、
「北
九
州
市
立
学
校
校
の
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
向
上
に
関
す
る
指
標
」ス
テ
ー
ジ
４
（管
理
職
）を
参
照

Ｂ 
使命感 

教育公務員の使命を

理解している。

教職への高い使命感、北九州市への深い理解,社会の変化に対応しながら新たなことに挑戦する姿勢をもち、熱意をもって教

育活動を展開することができる。

Ｃ 

人権尊重 
の精神 

人権尊重の精神に基

づき、人権に配慮した

行動をとっている。

人権尊重の精神に基づき、高い人権感覚をもち、児童生徒等、教職員、保護者や地域との信頼関係を構築することができる。

チ
ー
ム
学
校
を
支
え
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

Ｄ 
学校組織

の理解と
運営 

養護教諭の役割、学

校組織、協働性の意義

を理解している。

チーム学校の一員として、学校経

営方針に基づいた保健室経営の方

針を立て、指導することができる。

保健に関する事務を正確・丁寧に

行い、効率的に処理することができ

る。

ミドルリーダーとして、学校経営

方針の実現に向けて学校運営に参

画することができる。 

保健に関する事務について、他の

教職員に範を示すことができる。

学校運営におけるリーダーとしての役割を自覚し、学校経営方針の実現に

向けて学校運営を推進することができる。

保健に関する事務について他の教職員に指導・助言を行うことができる。

Ｅ 

自己啓発
人材育成

生涯にわたって自ら

学び続けることの意義

を理解している。

ＯＪＴ、校外研修、自己啓発を

通して、自己の実践力を磨くこと

ができる。

自らも学ぶ姿勢をもちメンターと

してメンティーの課題や悩みに気付

き、支援するとともに、支え合える環

境づくりに努めることができる。

自らも学び続けながら、自己の経験や専門性を生かし、他

の教職員を支援することができる。

Ｆ 
危機管理

様々な問題事例を通

して危機管理の重要性

を理解している。

問題発生時、迅速かつ適切に

対応することができる。 

安全や教育効果に配慮した環

境を整備し、課題について「報

告・連絡・相談」を確実に行うこ

とができる。

組織の一員として連携しなが

ら危機を予測し、未然防止を図

るとともに、早期対応に努める

ことができる。

 学校全体での情報の共有を推進し、危機を予測し、未然防

止を図るとともに、早期対応に努めることができる。

危機を予測し、未然に防止する取組と、危機の早期発見・

早期対応を組織的に行うことができる

Ｇ 
保護者や

地域との
連携 

保護者や地域との信

頼関係の構築等、連携

することの重要性を理

解している。

保護者や地域との信頼関係を

築き、連携することができる。

自分より経験の浅い教職員に

範を示しながら、保護者や地域

との関わりを深め、連携するこ

とができる。

他の教職員に範を示しながら、保護者や地域との関わり

を深め、連携することができる。

学
校
保
健
の
推
進

Ｈ 

保健管理 

健康観察、健康診断、救急

処置及び疾病の予防・管理等

に関する基礎的、基本的な内

容を理解できる。 

健康観察、健康診断、救急処

置及び疾病の予防・管理等を適

切に実施できる。 

健康観察、健康診断、救急処

置、疾病の予防・管理等につい

て、学校全体で取り組むための

組織体制を整えることができ

る。 

関係者と連携した組織的な保健管理の充実を図るとともに、指

導的役割を果たすことができる。

Ｉ 
保健教育 

学校保健安全法、学

習指導要領の理念と内

容を理解し、保健教育

のイメージをもつこと

ができる。 

保健教育における養護教諭の

役割を理解するとともに、各教

科等の特性を踏まえ、個に応じ

た指導や集団指導を実施するこ

とができる。 

養護教諭の専門性を生かすと

ともに、学習指導要領や児童生

徒の健康課題に基づき、学習者

中心の保健教育を展開すること

ができる。 

保健教育の全体計画の立案に積極的に参画し、実践、評

価、改善を図るとともに、指導体制を整えて保健教育を推進

することができる。

Ｊ 
健康相談・保
健指導 

学校保健安全法による健

康相談・保健指導の位置付け

及び発達段階における健康

課題とその対応について理

解できる。 

健康相談・保健指導の基本的プロセス

を理解し、児童生徒の心身の健康課題や

現代的な健康課題との関連を踏まえた

健康相談・保健指導及び必要な支援を実

施することができる。 

児童生徒の心身の健康課題を的確に

捉えるとともに、関係者が連携・協働す

る組織体制づくりを行い、健康相談・保

健指導及び効果的な支援を展開するこ

とができる。 

児童生徒の心身の健康課題の解決に向け、関係者等との

連携・協働におけるコーディネーターの役割と、校内におけ

る指導的役割を果たすことができる。

Ｋ 

保健組織活動

保健組織活動や学校保

健に関する学校内外の協

力体制の重要性を理解で

きる。 

保健組織活動の意義を理解

し、関係者等と連携して、児童生

徒の健康づくりに取り組むこと

ができる。 

保健組織活動の企画・運営に参画

し、関係者等と連携して児童生徒の

健康づくりを進めることができる。 

保健組織活動の活性化を図り、児童生徒の健康づくりを

効果的に推進することができる。

生
徒
指
導

Ｌ 
児童生徒理解
指導・支援 

児童生徒指導の意

義・重要性を理解でき

る。

児童生徒を取り巻く環境や発達の

状況を理解し、個々の悩みや思いを

共感的に受け止めながら、信頼関係

を構築し、児童生徒一人一人に向き

合うことができる。

児童生徒を取り巻く環境や発

達の状況を理解し、よさや可能

性を伸ばす姿勢で、児童生徒一

人一人に応じた対応を組織的・

主体的に行うことができる。

児童生徒一人一人を多面的に理解し、自分らしい生き方

の指導を行うとともに、学校・家庭・地域での支援をコーデ

ィネートし、主導することができる。

Ｍ 

特別な配慮や支
援を必要とする
子どもへの対応 

特別な配慮を必要と

する児童生徒の特性や

支援の意義を理解して

いる。

個別の指導計画等に基づき、

児童生徒の特性や実情を踏まえ

た個に応じた学習上・生活上の

指導及び支援ができる。

組織的な連携のもと、個別の

指導計画等の改善・充実を図り

つつ、個に応じた適切な指導及

び必要な支援の工夫ができる。

主体的に関係機関等との連携や校内での連絡調整を図る

など、学校全体での指導及び支援を主導することができる。

Ｎ 

ＩＣＴや情報・教育 
データの利活用 

保健管理や保健教育及

び校務への ICT活用に

必要な操作方法及び情報

活用能力（情報モラルを

含む）育成の意義や効果

を理解している。

ICT活用や健康情報データの活用に関する基礎的・基本的な技術を身に付け、保健管理や保健教育及び校務に生かすととも
に、児童生徒の情報活用能力を育成できる。 

資 質 



北九州市立学校の栄養教諭としての資質の向上に関する指標（案） 
ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４

【教職準備期】

栄養教諭として、職務

に対する志を高め、求め

られる資質・能力の基盤

を形成する。

【教職基礎形成期】

若年栄養教諭として、職務に

関する基礎的・基本的な資質・能

力を形成する。

【教職資質向上期】

中堅栄養教諭として、主体的

に組織運営に関わるとともに、

職務に関する専門性を高める。

【教職資質充実期】

エキスパート栄養教諭として、

組織運営を主導するとともに、

職務に関する専門的で高度な実

践を展開し、指導性を発揮する。

【教職資質発展期】 

高い指導力や豊富な経験

を生かし、学校運営を推進す

る。 

(教諭等)

豊富な経験
を生かし、
広い視野で
組織的な学
校運営を行
う。 
（管理職）

教

職

の

素

養

Ａ 
豊かな 

人間性 

法令やマナーについ

て理解し、基本的なコ

ミュニケーション力を

身に付けている。

教育公務員として法令を遵守し、社会人としてふさわしいマナーやコミュニケーション力を身に付けることができる。 

自己実現を目指し、学校外の事にも目を向けながら社会性を磨き、幅広い教養を身につけ、業務改善、ワーク・ライフ・バラン

スの視点をもちながら、教育活動を展開することができる。

管
理
職
の
指
標
は
、
「北
九
州
市
立
学
校
の
校
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
向
上
に
関
す
る
指
標
」ス
テ
ー
ジ
４
（管
理
職
）参
照

Ｂ 

使命感 
教育公務員の使命を

理解している。

教職への高い使命感、北九州市への深い理解、社会の変化に対応しながら新たなことに挑戦する姿勢をもち、熱意をもって

教育活動を展開することができる。

Ｃ 
人権尊重 
の精神 

人権尊重の精神に基

づき、人権に配慮した

行動をとっている。

人権尊重の精神に基づき、高い人権感覚をもち、児童生徒等、教職員、保護者や地域との信頼関係を構築することができる。

チ
ー
ム
学
校
を
支
え
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

Ｄ 
学校組織

の理解と
運営 

栄養教諭の役割、学校組

織、協働性の意義を理解して

いる。

チーム学校の一員として、学校経営方

針に基づいた食育推進の方針を立て、指

導することができる。

栄養に関する事務を正確・丁寧に行い、

効率的に処理することができる。

ミドルリーダーとして、学校経営方針の

実現に向けて学校運営に参画することが

できる。 

栄養に関する事務について、他の教職

員に範を示すことができる。

学校運営におけるリーダーとしての役割を自覚し、学校経営方針の実現に

向けて学校運営を推進することができる。

栄養に関する事務について他の教職員に指導・助言を行うことができる。

Ｅ 
自己啓発
人材育成

生涯にわたって自ら

学び続けることの意義

を理解している。

ＯＪＴ、校外研修、自己啓発を

通して、自己の実践力を磨くこと

ができる。

自らも学ぶ姿勢をもちメンターと

してメンティーの課題や悩みに気付

き、支援するとともに、支え合える環

境づくりに努めることができる。

自らも学び続けながら、自己の経験や専門性を生かし、他

の教職員を支援することができる。

Ｆ 

危機管理

様々な問題事例を通

して危機管理の重要性

を理解している。

問題発生時、迅速かつ適切に対応する

ことができる。 

安全や教育効果に配慮した環境を整

備し、課題について「報告・連絡・相談」を

確実に行うことができる。

組織の一員として連携しなが

ら危機を予測し、未然防止を図

るとともに、早期対応に努める

ことができる。

 学校全体での情報の共有を推進し、危機を予測し、未然防

止を図るとともに、早期対応に努めることができる。 

危機を予測し、未然に防止する取組と、危機の早期発見・

早期対応を組織的に行うことができる。

Ｇ 
保護者や
地域との

連携 

保護者や地域との信

頼関係の構築等、連携

することの重要性を理

解している。

保護者や地域との信頼関係を

築き、連携することができる。

自分より経験の浅い教職員に

範を示しながら、保護者や地域

との関わりを深め、連携するこ

とができる。

他の教職員に範を示しながら、保護者や地域との関わり

を深め、連携することができる。

学
校
に
お
け
る
食
育
の
推
進

Ｈ 
連携・協力 

関係職員等と連携し

ながら食育を推進する

ことについて理解でき

る。 

食育推進組織に継続的に関わ

ることができる。 

校内及び校外の関係者等と連

携・協力し、食育推進組織を活用

した食育を主体的に推進するこ

とができる。 

学校教育活動全体を視野に入れ、指導体制を整えて効果的に食

育を推進するとともに、食育推進組織の計画、実践、評価、改善を

図ることができる。

Ｉ 
教育指導 

食に関する指導の授

業のイメージをもつこ

とができる。 

学校給食や各教科等の特性を

踏まえた食に関する指導ができ

る。 

学校給食や各教科等の特性を

踏まえ、栄養教諭の専門性を生

かした授業を構想し、指導がで

きる。 

学校給食や各教科等の特性を踏まえ、栄養教諭の専門性

を生かした授業を構想し、指導性を発揮することができる。

Ｊ 
個別的な相談
指導 

栄養教諭が行う個別

的な相談指導について

理解できる。 

個別的な相談指導の内容に関

する基礎的知識を習得し、指導

ができる。 

個別的な相談指導の内容に関

する専門性を高め、学級担任、

家庭等と協力して指導ができ

る。 

個別的な相談指導の内容に関する専門性を高め、学級担

任、家庭等と協力して指導性を発揮することができる。

Ｋ 

栄養管理 
成長期の栄養管理の方

法について理解できる。 

年間献立計画と年間指導計画

を関連付けることができる。 

児童生徒等の栄養摂取量等の実

態を把握し、現状について評価し改

善を図ることができる。 

献立作成や栄養量等の現状把握について、他の栄養教諭

に指導・助言ができる。

Ｌ 

衛生管理 

学校給食における食中

毒や感染症について理解

できる。 

学校給食衛生管理基準について

理解し、的確な作業工程表や作業動

線図を作成することができる。 

学校給食衛生管理基準に基づ

き、担当する施設の衛生管理に

ついて評価し改善を図ることが

できる。 

学校給食衛生管理基準に基づいた衛生管理について、他

の栄養教諭等に指導・助言ができる。

生
徒
指
導

M 
児童生徒理解
指導・支援 

児童生徒指導の意

義・重要性を理解でき

る。

食に関する児童生徒を取り巻く環

境や実態を理解し、他の教職員と情

報を共有することができる。また、

個々の悩みや思いを共感的に受け

止めるとともに児童生徒一人一人

に向き合うことができる。 

食に関する児童生徒を取り巻

く環境や実態を理解し、教職員

相互の理解を促進することがで

きる。また、良さや可能性を伸

ばす姿勢で支援し、児童生徒一

人一人に応じた適切な対応や指

導ができる。 

食に関する児童生徒を取り巻く環境や実態を踏まえた、

学校全体の組織的な取組を促進することができる。また、児

童生徒一人一人の様々な状況に応じた適切な対応について

指導性を発揮することができる。

Ｎ 
特別な配慮や支
援を必要とする

子どもへの対応 

特別な配慮を必要と

する児童生徒の特性や

支援の意義を理解して

いる。

個別の指導計画等に基づき、

児童生徒の特性や実情を踏まえ

た個に応じた学習上・生活上の

指導及び支援ができる。

組織的な連携のもと、個別の

指導計画等の改善・充実を図り

つつ、個に応じた適切な指導及

び必要な支援の工夫ができる。

主体的に関係機関等との連携や校内での連絡調整を図る

など、学校全体での指導及び支援を主導することができる。

Ｏ 
ＩＣＴや情報・教育 
データの利活用 

食に関する指導や給食

監理及び校務への ICT

活用に必要な操作方法及

び情報活用能力（情報モ

ラルを含む）育成の意義

や効果を理解している。 

ICT活用や教育データ活用に関する基礎的・基本的な技術を身に付け、食に関する指導や給食管理及び校務に生かすととも
に、児童生徒の情報活用能力を育成できる。 

資 質 



北九州市立幼稚園の園長及び教員としての資質の向上に関する指標（案） 
ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４

【教職準備期】

教職現場での実践的課

題を見通し、求められる

資質の基盤を形成する。

【教職基礎形成期】

チーム園の一員として教育に

関する基礎的・基本的な資質・能

力を形成する。

【教職資質向上期】

指導(保育)力を発揮し、ミド

ルリーダーとして主体的に園運

営に参画する。 

【教職資質充実期】

高い指導(保育)力を発揮する

とともに、重要な校務分掌の責

任を担い、園運営を推進する。

【教職資質発展期】 

高い指導(保育)力

や豊富な経験を生か

し、学級（園）運営を

推進する。 

（教諭等）

豊富な経

験を生か

し、広い視

野で組織的

な園運営を

行う。 

（管理職） 

教

職

の

素

養

Ａ 
豊かな 
人間性 

法令やマナーについ

て理解し、基本的なコ

ミュニケーション力を

身に付けている。

教育公務員として法令を遵守し、社会人としてふさわしいマナーやコミュニケーション力を身に付けることができる。 

自己実現を目指し、園外の事にも目を向けながら社会性を磨き、幅広い教養を身につけ、業務改善、ワーク・ライフ・バ

ランスの視点を持ちながら、教育活動を展開することができる。

管
理
職
の
指
標
は
、
「北
九
州
市
立
学
校
校
の
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
向
上
に
関
す
る
指
標
」ス
テ
ー
ジ
４
（管
理
職
）を
参
照

Ｂ 
使命感 

教育公務員の使命を

理解している。

教職への高い使命感、北九州市への深い理解、社会の変化に対応しながら新たなことに挑戦する姿勢をもち、熱意を

もって教育活動を展開することができる。

Ｃ 

人権尊重 
の精神 

人権尊重の精神に基

づき、人権に配慮した

行動をとっている。

人権尊重の精神に基づき、高い人権感覚をもち、幼児、教職員、保護者や地域との信頼関係を構築することができる。

チ
ー
ム
園
を
支
え
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

Ｄ 
園組織の

理解と運
営 

学級担任の役割、園

組織、協働性の意義を

理解している。

チーム園の一員として、園の経

営方針に基づいた学級経営の方

針を立て、指導(保育)すること

ができる。 

学級事務を正確・丁寧に行い、効

率的に処理することができる。

ミドルリーダーとして、園の経

営方針の実現に向けて園の運営

に参画することができる。 

学級事務について、他の教職

員に範を示すことができる。 

園運営におけるリーダーとしての役割を自覚し、園の経営

方針の実現に向けて園の運営を推進することができる。

学級事務について他の教職員に指導・助言を行うことが

できる。

Ｅ 

自己啓発
人材育成

生涯にわたって自ら

学び続けることの意義

を理解している。

ＯＪＴ、園外研修、自己啓発を

通して、自己の実践力を磨くこと

ができる。

自らも学ぶ姿勢を持ちメンターと

してメンティーの課題や悩みに気付

き、支援するとともに、支え合える環

境づくりに努めることができる。

自らも学び続けながら、自己の経験や専門性を生

かし、他の教職員を支援することができる。

Ｆ 

危機管理

様々な問題事例を通

して危機管理の重要性

を理解している。

問題発生時、迅速かつ適切に

対応することができる。 

安全や教育効果に配慮した環

境を整備し、課題について「報

告・連絡・相談」を確実に行うこ

とができる。

組織の一員として連携しなが

ら危機を予測し、未然防止を図

るとともに、早期対応に努める

ことができる。

園全体での情報の共有を推進し、危機を予測し、

未然防止を図るとともに、早期対応に努めることが

できる。

Ｇ 
保護者や

地域との
連携 

保護者や地域との信

頼関係の構築等、連携

することの重要性を理

解している。

保護者や地域との信頼関係を

築き、連携することができる。

自分より経験の浅い教職員に

範を示しながら、保護者や地域

との関わりを深め、連携するこ

とができる。

他の教職員に範を示しながら、保護者や地域との

関わりを深め、連携することができる。

保

育

Ｈ 
保育構想 
保育展開 

保育の評価 
・改善 

幼児の実態把握の必

要性や幼稚園教育要

領、指導技術の基礎を

理解している。

保育参観の在り方

や、保育者の保育の支

援、幼児の変容のとら

え方等を理解してい

る。

幼児の実態を把握した上で、

幼稚園教育要領の理解を基に、

指導と評価の計画を立て、指導

技術の基礎及び応用を踏まえた

保育をすることができる。 

 自身の保育を振り返り、課題を

つかみ、改善に生かすことがで

きる。 

 優れた保育からよい保育のイ

メージをもつことができる。 

教材研究を通して目指す幼児

の姿をイメージし、指導と評価の

一体化を想定し、幼児の実態に

応じた発展的な保育をすること

ができる。 

 適切な保育評価を行い、さら

なる保育力の向上を図ることが

できる。 

優れた保育からよりよい保育

のイメージをつくることができ

る。

園の経営方針に基づいたカリキュラム・マネジメン

トを行い、保育に臨むことができる。 

幼児の実態に応じたより発展的な保育をすること

ができるとともに、指導法の情報や実践を他の教員

に発信することができる。 

適切な保育の評価と指導計画の改善を組織的・計

画的に実践するためのカリキュラム・マネジメントを

行い、全職員の保育力向上を推進することができ

る。 

幼
児
理
解

Ｉ 

学級経営・ 
幼児理解 

幼児理解の意義や方

法、個や集団を指導す

るための手だてを理解

している。

学級一人一人の背景を意識した

学級経営を行うことができる。 

幼児に寄り添い、保護者や園

内組織等と連携し、保育を行う

ことができる。

幼児を取り巻く環境を的確に

とらえた幼児理解ができる。 

各年限、園全体の動きを考

え、早期発見・早期対応に努め、

組織的な保育を行うことができ

る。

園全体の幼児の状況を教職員相互で共通理解できるよ

うに働きかけることができる。

各年限、園内における諸問題の未然防止に努め、園内

組織での情報の共有を図り、適切な保育を推進することが

できる。

Ｊ 
特別な配慮や支

援を必要とする
幼児への対応 

特別な配慮を必要と

する幼児の特性や支援

の意義を理解してい

る。 

個別の指導計画等に基づき、

幼児の特性や実情を踏まえた個

に応じた保育及び支援ができ

る。 

組織的な連携のもと、個別の

指導計画等の改善・充実を図り

つつ、個に応じた適切な保育及

び必要な支援の工夫ができる。 

主体的に関係機関等との連携や園内での連絡調

整を図るなど、園全体での指導及び支援を主導する

ことができる。 

Ｋ 

ＩＣＴや情報・教育
データの利活用 

保育への ICT活用に

必要な操作方法及び情報

活用能力・情報モラルの

育成の意義や効果を理解

している。

ICT活用やデータ活用に関する基礎的・基本的な技術を身に付け、幼児の実態や保育の内容を踏まえて ICTを日常

的・効果的に活用して、保育を展開することができる。 

幼児の情報活用能力を育成するとともに、情報モラルについて指導することができる。 

資 質 



北九州市立学校の事務職員としての資質の向上に関する指標（案） 
ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４

【準備期】

教育に対する知見を

深め、求められる資質

の基盤を形成する。 

【基礎形成期】
（係員） 

チーム学校の一員として事務

職員の職務を展開し、実践力を

磨く。 

【資質向上期】
（主任） 

事務の専門性を高め、ミドル

リーダーとして学校運営に参画

する。 

【資質充実期】
（主査）（１０年目以上の主任） 

重要な校務分掌の責任を担

い、学校運営を推進する。

【資質発展期】

（事務長） 

豊富な経験を生

かし、学校運営を

推進する。

（管理職） 

豊富な経験を生

かし、広い視野で

組織的な学校運

営を行う。

事

務

職

の

素

養

Ａ 
豊かな 

人間性 

法令やマナーについ

て理解し、基本的なコ

ミュニケーション力を

身に付けている。

公務員として法令を遵守し、社会人としてふさわしいマナーやコミュニケーション力を身に付けることができる。 

自己実現を目指し、学校外の事にも目を向けながら社会性を磨き、幅広い教養を身につけ、業務改善、ワーク・ライ

フ・バランスの視点をもちながら、教育活動を支援することができる。 

管
理
職
の
指
標
は
、
「北
九
州
市
立
学
校
校
の
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
向
上
に
関
す
る
指
標
」ス
テ
ー
ジ
４
（管
理
職
）を
参
照

Ｂ 
使命感 

公務員の使命を理解

している。

事務職員としての高い使命感、北九州市への深い理解、社会の変化に対応しながら新たなことに挑戦する姿勢を

もち、熱意をもって教育活動を支援することができる。

Ｃ 

人権尊重 
の精神 

人権尊重の精神に基

づき、人権に配慮した

行動をとっている。

人権尊重の精神に基づき、高い人権感覚をもち、児童生徒等、教職員、保護者や地域との信頼関係を構築すること

ができる。

チ
ー
ム
学
校
を
支
え
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

Ｄ 
学校組織
の理解と

運営 

学校組織や校務分掌

とともに、事務職員の

役割と職務内容を理解

している。 

学校の教育目標・重点目標を

理解し、その具現化に向け、事務

職員として、予算計画等に基づ

き、実践することができる。 

学校組織マネジメントの意義

を理解し、事務職員の立場から

組織運営に主体的に参画するこ

とができる。

学校運営の持続的な改善に向け、事務職員の

立場からビジョンの策定やプランの構築及びその

具現化を主導することができる。

Ｅ 
自己啓発
人材育成

生涯にわたって自ら

学び続けることの意義

を理解している。

ＯＪＴ、校外研修、自己啓発を

通して、自己の実践力を磨くこと

ができる。

自らも学ぶ姿勢をもち、メンタ

ーとしてメンティーの課題や悩

みに気付き、支援するとともに、

支え合える環境づくりに努める

ことができる。

自らも学び続けながら、自ら

の経験や専門性を生かし、他の

教職員を支援することができ

る。

課題解決でき

る支援環境を作

り、推進するこ

とができる。

Ｆ 

危機管理

様々な問題事例を通

して危機管理の重要性

を理解している。

問題発生時、迅速かつ適切に

対応することができる。 

安全や教育効果に配慮した環

境を整備し、課題について「報

告・連絡・相談」を確実に行うこ

とができる。

組織の一員として連携しなが

ら危機を予測し、未然防止を図

るとともに、早期対応に努める

ことができる。

学校全体での情報の共有を推進し、危機を予

測し、未然防止を図るとともに、早期対応に努め

ることができる。

Ｇ 
保護者や
地域との

連携 

保護者や地域との信

頼関係の構築等、連携

することの重要性を理

解している。

保護者や地域との信頼関係を

築き、連携することができる。

自分より経験の浅い教職員に

範を示しながら、保護者や地域

との関わりを深め、連携するこ

とができる。

他の教職員に範を示しなが

ら、保護者や地域との関わりを

深め、連携することができる。

学校内外の

情報を基に、ニ

ーズに応じた

成果や課題を

広く学校内外へ

発信し、積極的

に連携すること

ができる。

実
践
力

Ｈ 
人事・給与 

・福利厚生 

人事・服務・給与・旅

費事務の重要性につい

て理解している。 

学校における福利厚

生について理解してい

る。 

人事・服務・給与・旅費に関す

ることの実務を習得している。 

公立学校共済組合・互助会・公

務災害・被服に関することの実

務を習得している。 

人事・服務・給与・旅費事務に

ついて、迅速・適切に処理してい

る。 

公立学校共済組合・互助会・公

務災害・被服について適切な処

理を行い、教職員へ助言を行っ

ている。 

人事・服務・給与・旅費事務に

ついて迅速・適切に処理し、教職

員へ指導・助言を行っている。 

公立学校共済組合・互助会・公

務災害・被服について適切な処

理を行い、教職員へ指導・助言を

行っている。

課題等につ

いて、関係機関

と連携をとりな

がら総括的な

判断を行い、地

域において指

導・助言を行っ

ている。 

Ｉ 
総務 

学校における情報管

理・文書管理の重要性

について理解してい

る。 

学校の情報管理・文書管理・調

査統計に関することの実務を習

得している。 

学校の情報管理・文書管理・調

査統計・監査・検査について適切

な処理を行い、管理方法等につ

いて助言を行っている。 

学校の情報管理・文書管理・調

査統計・監査・検査について適切

な処理を行い、管理方法等につ

いて指導・助言を行っている。 

Ｊ 
財務 

学校における財務管

理・備品管理の重要性

について理解してい

る。 

学校予算・財務管理・備品管理

に関することの実務を習得して

いる。 

学校予算・財務管理・備品管理

について適正に処理し、教職員

へ助言や支援を行っている。 

学校予算・財務管理・備品管理

について適正に処理し、教職員

へ指導や支援を行っている。 

Ｋ 

学務 

学校における学務の

重要性について理解し

ている。 

児童生徒の転出入・学籍・就学

援助・教科書事務に関すること

の実務を習得している。 

児童生徒の転出入・学籍・就学

援助・教科書事務について適切

な処理を行い、教職員へ助言を

行っている。 

児童生徒の転出入・学籍・就学

援助・教科書事務について適切

な処理を行い、教員等へ指導・助

言を行っている。 

Ｌ 

教育活動支援

教育活動支援の意義

を理解している。

学校の方針や管理職の指示に沿って教育活動支援を行うことができる。 

児童生徒に寄り添い、保護者や校内組織等と連携し、関わることができる。 

児童生徒を取り巻く環境、教育活動について理解し、一人一人の特性やニーズに応じた教育環境

整備を推進することができる。 

Ｍ 
ＩＣＴや情報・教育 
データの利活用 

校務への ICT活用

に必要な操作方法及び

情報活用能力の意義や

効果を理解している。

ICT活用や教育データ活用に関する基礎的・基本的な技術を身に付け、総務、財務等の観点からデータを整理・分

析し、学校運営の推進に活用できる情報として発信できる。 

資 質 
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１ 人材育成基本方針の改訂に当たって 

人材育成基本方針改訂の経緯 

 〇 本市の取組 

  北九州市教育委員会では、平成29年4月に人材育成基本方針を策定し、教職員の人材育

成に取り組んできた。 

  本市が求める教職員像及び資質を明らかにした上で定めた基本方針の柱は、 

①人材育成システムの再構築、 

②意図的・計画的・継続的な人材育成の実践、 

③「資質の向上に関する指標」に基づくキャリア開発と資質の育成、 

④教職員の資質を発揮する基盤であるやりがいの重視、 

の 4 つであり、この基本方針に基づき、研修、人事異動、人事評価等の人材育成に関係する各

種施策を一体的に捉え、それぞれの取組の方向性を示した。 

その後、令和元年 5 月には、新たな北九州市教育大綱が定められ、同年 8 月には、「第２期

北九州市子どもの未来をひらく教育プラン（令和元年～令和 5 年）」を定めた。同プランにおい

ては、5つのミッションの 1つとして「働きがいのある学校づくり」を掲げ、大量退職・採用時代に

対応するため、業務改善を一層推進するとともに、教員の確保と育成に積極的に取り組んでい

るところである。 

  〇 国の動き 

 全国的には、新学習指導要領が実施されるとともに、学校における働き方改革、GIGA スクー

ル構想の取組などが進められてきた。 

  令和 3 年 1 月には、中央教育審議会から答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」

が出された。同答申においては、社会の在り方が劇的に変わる「Society5.0 時代」、社会の変

化が加速度を増し，複雑で予測困難となってきている中で、2020 年代を通じて実現を目指す

「令和の日本型学校教育」の在り方として、全ての子どもたちの可能性を引き出す、「個別最適

な学び」と、「協働的な学び」の実現が示された。 

  この答申を受けて、「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方に

ついて」（文部科学大臣諮問）が、中央教育審議会で議論され、令和 3年 11 月に出された審議

まとめ「『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びの姿の実現に向けて」においては、

教員免許更新制の発展的解消が示されるとともに、公立学校の教師に対する学びの契機と機

会の確実な提供を行うため、研修受講履歴の記録管理と履歴を活用した受講の奨励について

言及されるなど、教師の資質能力向上に向けた新たな方向性が明らかにされた。 

  令和４年１２月に出された答申「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の

在り方について」では、総論において、①「新たな教師の学びの姿」の実現、②多様な専門性を
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有する質の高い教職員集団の形成、③教職志望者の多様化や、教師のライフサイクルの変化を

踏まえた育成と、安定的な確保、の３つの方向性が示された。 

今回の答申は、「教師の養成・採用・研修の一体的な改革を通じ、教師が創造的に魅力ある

仕事であることが再認識され、志望者が増加し、教師自身も志気を高め、誇りをもって働くこと

ができるという将来を実現するための提言」とされており、文部科学省においては、スピード感

をもって様々な改革に取り組んでいくとしている。 

人材育成基本方針の策定後 5 年を経て、このような教育を取り巻く環境の変化や後述する

本市の現状と課題を踏まえ、このたび、北九州市教育委員会人材育成基本方針を改訂するこ

ととした。 

２ 人材育成基本方針改訂の趣旨 

学校教育が、その成果を十分あげることができるかどうかは、教職員の力に依るところが大き

い。この基本方針は、研修、人事異動、人事評価その他の各種の制度施策を人材育成の観点か

ら一体的に捉え、その取組の方向性を示すものである。さらに、具体的な取組として、教育委員

会が取り組むべきことと学校が取り組むべきことを「アクションプラン」として示すこととした。 

教育委員会、学校（管理職）は、この趣旨をよく理解して個々の教職員の人材育成に取り組む

とともに、教職員一人一人は各種取組の意義を理解し、長期的な目標をもって、それぞれの能力

の伸長・開発に取り組まれることを期待するものである。 

３ 本市の人材育成に係る現状と課題

平成２９年策定の人材育成基本方針のもと、これまでに、教員採用試験における受験資格（年

齢要件等）や選考方法の見直しによる受験者の拡大、「北九州教師養成みらい塾」の開講による

教員志望者への支援、「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標」に

対応した研修の再構築による計画的な人材育成、「kitaQ せんせいチャンネル」の開設やメンタ

ー・メンティー制度による若手教員の資質向上、シビックプライド講座による本市の先達や伝統文

化への理解向上など、さまざまな取組により成果をあげてきた。 

今後は、以下のとおり引き続き存在する課題とともに新たに生じている課題に対応するため、

更なる取組を進める必要がある。 

（１）若年層の急増と育成 

  人材育成における具体的な課題としては、まず大量採用による若年層の急増と、その育成

である。 
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ここ数年の大量退職・大量採用により、教員の勤続年数構成（図１）に示されているように、特

に育成が必要な経験年数の少ない教員が急増している。教員の年齢構成（図２）は５１歳以上の

教員と３５歳以下の若手教員に二極化し、かつ 51 歳以上においても経験年数の少ない教員が

見られるなど、構成は複雑化している。加えて、ベテラン層と若年層とのつなぎ役であり、学校の

中心となることが期待されるミドル層は、薄くなっている。 

  こうした状況を踏まえて、各学校では学年構成の工夫やメンター制の導入などに取り組んで

いるが、引き続き知識や技術を伝承する仕組みを意図的に構築することが求められている。そ

の際、「適材適所」による本人の強みを生かした役割分担だけでなく、キャリアステージに応じた

バランスのよい資質の向上が一層求められている。 

 令和 ５年 ４月 １日時点

教員数：令和５年４月 １日時点、年齢：令和５年３月３１日時点 

□囲み内は当該年齢階層における平均勤続年数を示す 

30.1 年

２１.６年

１３.８年

12.６年

10.２年

７.７年

４.５年

１.８年

年齢 
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（２）学校運営を担う人材育成と管理職のマネジメント 

  学校運営を担う管理職やミドルリーダーといったリーダーについて、安定的な確保に困難が

生じている。 

教員の年齢構成上、40 代後半が最も人数が少ないなど中堅教員の層が薄いという現状が

ある。さらに管理職の大量退職も続いており、若年管理職の急増とともに、管理職試験の有資

格者数がこれまでより少なくなるという事態が生じている。また、ベテラン教員も大量退職する

ため、教職経験が 6 年以上の教員にはミドルリーダーとして、これまで以上に学校運営に参画

することが求められている。さらに、教員全体に占める女性の割合は約６割（図３）であるものの、

管理職や教務主任のうち女性の占める割合は約２割に留まっている。多様な人材の専門性を

生かし学校としてのレジリエンスを高めることが求められており、そのためには女性活躍

が不可欠とされていることを勘案すると、性別を問わないリーダー育成を強化する必要がある。 

このため、女性活躍推進の観点も含めつつ、教職員のキャリア開発やキャリアに応じて必要と

なる資質の育成を図るなど、積極的にリーダーを育成していくことが求められている。また、学

校運営を担う管理職のマネジメント力の向上とともに、すべての教職員について資質と意欲を

向上させ、キャリアの見通しとやりがいを持ってウェルビーイングを実現できる環境の整備が求

められている。 

（３）ベテラン教員の活躍推進 

令和５年４月からの段階的な定年引上げ実施に伴い、教職員の現役期間が徐々に長くなって

いくとともに、高齢者部分休業制度や定年前再任用短時間勤務制度の導入もあり、高齢期教

男女比率

図３ 男女別・役職別構成

男女構成 

（3906 人)

1556 人

2350 人

男女別・役職別比率 

令和 5年 4月 1日現在（正規教員） 
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職員の多様な働き方の選択肢が広がることとなる。大量採用による若年教員の大幅な増加や

中堅層が比較的少数であることによるミドルリーダー不足などがみられる中で、再任用教職員

だけでなく、高齢期の教職員には、これまでに培った技能や経験を生かして、学校現場が抱える

課題に対応する役割を担うことや知識や技術の伝承による人材育成への積極的な参画が求め

られている。 

（４）優秀な人材の確保 

近年、採用倍率が低い状態で推移（図４）しており、小学校では特にその傾向が見られる。 

これまでは大量退職に伴い、それを補うために大量採用を行ってきた。今後は、定年引上げ

による退職者の減少のため採用が少数になることも予測されるので、優れた資質を持つ教員の

確保が最重要課題の一つである。教員は入職直後から能力を発揮することを求められるため、

入職前から、実践的な課題を意識しておくことや、チームで諸課題にあたっていくためのチーム

学校の一員としての意識をもっておくことが必要である。 

このため、入職前の段階も視野に入れて、これまで教員養成を担ってきた大学と連携しつつ、

資質の向上と優れた人材を確保していくことが求められている。教員養成においては、今日的

な学校教育課題に対応した多様な現場体験・学習機会等の充実を図ることが重要であり、従来

の教育実習に加え、基本的・実践的内容を学べる体験型の講座を実施する等、教職のやりがい

や不安の解消などを行う必要がある。 

加えて、教員の採用においては、これまで以上に選考方法や試験内容の工夫を行いながら、

教員の数の確保だけでなく、優秀な教員の確保を図っていく必要がある。 

300 
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（５）教育に求められる新たなニーズ 

子どもの抱える問題が多様化・複雑化する一方、働き方に対する見直しが求められるなど

様々な課題に直面してきており、教職員個々の資質能力の向上だけでは対応することが難しく

なってきている。 

これらの課題を克服するには、教師一人一人の専門性を高めるとともに、学校は様々な専門

性や背景をもつ人材を積極的に取り込み、適度な多様性をもった教職員集団を構築することが

必要である。 

そのため、管理職においては、従前より求められている教育者としての資質や的確な判断力、

決断力、交渉力、危機管理等のマネジメント能力に加え、様々なデータや学校がおかれた内外環

境に関する情報について収集・整理・分析し共有すること（アセスメント）や、学校内外の関係者

の相互作用により学校の教育力を最大化していくこと（ファシリテーション）が求められている。 

（６）新たな動き 

  その他、教員免許更新制の発展的解消に伴う対応や特別支援教育の進展、小中一貫教育の

推進ＧＩＧＡスクール構想などへの対応なども必要となっている。 

  中央教育審議会における審議において教員免許更新制の発展的解消の方向が示され、教育

公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律（令和４年法律第 40 号）が令和５

年４月から施行された。これに伴い教員の能力を担保するための仕組みづくりなど体系的・計

画的な人材育成が求められた。国においては、法律の施行前の令和４年８月に「研修履歴を活

用した対話に基づく受講奨励に関するガイドライン」を策定し、教員の研修受講歴の記録とこれ

に基づく研修受講の勧奨の仕組みを導入することが求められており、教育委員会においてもこ

のような動きに速やかに対応していく必要がある。 

  加えて、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」では基本的な考え方として、特別支

援教育は障害により特別な支援を必要とする子どもが在籍する全ての学校において実施され

るものであることなどが示されており、教員の専門性の向上や研修機会の確保について取り組

んで行く必要がある。

  小中一貫教育については、これまでも、小中学校の教職員による相互の授業参観や合同研

修会などにより取り組んできた。今後、小中一貫教育をさらに進めるために、全市的に小学校高

学年における教科担任制を推進し、また、小中学校の免許併有の推進、小中学校の人事交流

の促進に取り組む必要がある。 

  Society5.0 時代の到来に対応し、教師の情報活用能力、データリテラシーの向上が必要と

なってきている。GIGAスクール構想による児童生徒「1人 1台端末」の教育環境において児童

生徒の個別最適な学びと、協働的な学びの一体的な充実の実現が求められるなど、教員の

IＣＴ活用指導力の向上はますます必要とされている。 
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４ 教職員に求める資質

国の動きや本市の現状と課題などを踏まえ、本市が求める教職員像と期待する資質を次の

とおり示す。

「高い使命感と豊かな人間性」とは 

教育に携わる公務員として、各種法令及び服務規律を遵守するなど確固たる倫理観をもつこと

はもちろん、教員としての高い意識と誇り、責任感をもち、職務を全うしようとすることである。また、

子どもたちの人格形成に関わる一人の人間として、社会性、広く豊かな教養と常識、多様性を受

け入れた教育的愛情等を伴う人間性のことである。 

さらに、本市の教職員としては、本市の伝統文化や歴史などを深く理解するとともに、地域への

愛着を持つことも重要である。 

「学び続ける姿勢と柔軟な対応力」とは 

教職員が学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、生涯を通じて学び続ける姿勢

のことである。また、学習指導力や児童生徒理解力などを伴った的確な業務遂行力と子どもの主

体的な学びを支援する伴走者としての能力のほか、他者と理解し合い、協力し合うためのコミュニ

ケーション力、相手の思いや物事の先を見通す想像力などを備え、子どもや保護者からの多様な

課題に対応できる力のことである。 

さらに、柔軟に対応するためには、個の力だけでなく、組織としての力も高める必要があり、教

職員一人一人が「チーム学校」の一員としての役割を自覚することも重要である。 

「誰一人取り残さない姿勢と人権尊重の精神」とは 

本市は、「SＤGｓ未来都市」として、持続可能な社会の構築を目指している。学校教育において

は、「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの理念を踏まえ、「質の高い教育をみんなに」を実現する

姿勢のことである。また、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されることのないよう配慮して

いく、課題や困難を抱える子どもを取り残すことなく、学力や進路を保障していくなど、様々な背

景を持つ子ども一人一人を深く理解し、一人の人間として接する態度のことである。 

さらに、これらを実現するためには、教職員が子ども一人一人に寄り添う姿勢も重要である。 

・ 高い使命感と豊かな人間性 

・ 学び続ける姿勢と柔軟な対応力 

・ 誰一人取り残さない姿勢と人権尊重の精神
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５ 人材育成の視点

  個々の教職員のポテンシャルを発揮させ、本市が求める教職員像を具現化していくには、絶

え間ない人材育成への取組が必要不可欠となる。 

なお、人材育成は、研修だけでなく、人事異動、人事評価など他の制度施策と連携して、一

体的に運用することでより効果的に推進されるものである。また、現職教職員に対する人材育

成だけでなく、入職前の教員養成や採用についても教職員の質の向上という点で、現職教職

員の人材育成に繋がるものであるため、一体的に取り組む必要がある。 

人材育成に係る各種制度や施策の策定、取組に当たっては、本市が求める教職員像を具現

化させることを念頭に、以下の視点に沿って行うものとする。 

（１） 意図的・計画的・継続的な人材育成の実施 

各学校の裁量や個々人の意識に委ねることなく、学校・教育委員会が連携し、意図的・計画

的・継続的な「育てる」人材育成を実施する。各学校では、教職員が日々研鑽を積んでいる校

内での経験とそれを支援するため、研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励が重要であり、

その充実に努める。教育委員会は、研修、人事異動、人事評価などを効果的に実施・連携させ、

人材育成の充実を図る。 

（２） 「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」に基づく、中長期的なキャリア開発と

資質の向上 

   教員に求められる資質をキャリアステージごとに明らかにした「校長及び教員としての資質の

向上に関する指標」に基づき、教育委員会と学校現場が共通理解のもと、中長期的なキャリア

開発と資質の向上のための取組を進める。教職員自らが学校管理職との対話により自らのキ

ャリアパスについて早い段階から意識し、目標を設定することができるように努める。 

   また、女性活躍推進の観点も含め、性別を問わないリーダーの育成を積極的に行う。学校が

抱える課題に組織的に対応するため、学校経営への参画意識やリーダーシップ及びマネジメン

ト力の醸成について、全ての教職員を対象に実践していく。 

① 北九州市立学校の校長及び教員としての資質の向上に関する指標 

  本市では平成２９年１０月、教育公務員特例法の規定に基づき、「北九州市立学校の校長

及び教員としての資質の向上に関する指標」（以下「指標」という。）を策定し、令和 5 年１０

月には所要の改正を行った。指標においては、文部科学大臣が定めた「公立の小学校等の

校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」の趣旨に沿って５つ

のキャリアステージごとに求められる教員の具体的な資質能力や、管理職（校長、園長、副

校長及び教頭）に求められるマネジメントに関する能力を示している。 
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指標は、国の指針にあるように、「教員等が担う役割が高度に専門的であることを改めて

示すとともに、研修等を通じて教員等の資質の向上を図る際の目安として、教員等一人一

人のキャリアパスが多様であるとの前提の下、教職生活全体を俯瞰（ふかん）しつつ、自らの

職責、経験及び適性に応じて更に高度な段階を目指す手掛かりとなるものであり、効果的・

継続的な学びに結び付ける意欲を喚起することを可能とする体系的なもの」となるよう定め

ている。 

［校長及び教員としての資質の向上に関する指標］ 
ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４

【教職準備期】

教職現場での実践的

課題を見通し、求めら

れる資質の基盤を形成

する。

【教職基礎形成期】

チーム学校の一員

として学級担任や教

科担当を担う。 

【教職資質向上期】

指導力を発揮し、

ミドルリーダーとし

て学校運営に参画す

る。 

【教職資質充実期】

高い指導力を発揮

するとともに、重要

な校務分掌の責任を

担い、学校運営を推

進する。

【教職資質発展期】 

高い指導力

や豊富な経験

を生かし、学

校運営を推進

する。(教諭

等)

豊富な経

験を生か

し、広い視

野で組織的

な学校運営

を行う。 

（管理職） 

※ ステージ０は、大学での教員養成段階。 
※ 教員のキャリアパスは、単一のものではないため、ステージ４には、特定の分野において高度に専門的な知識
や技能を有する者や生涯にわたって教諭としての職務を全うする者等も含まれる。 

［養護教諭としての資質の向上に関する指標］ 
ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４

【教職準備期】

養護教諭として、職

務に対する志を高め、

求められる資質・能力

の基盤を形成する。

【教職基礎形成期】

若年養護教諭とし

て、職務に関する基

礎的・基本的な資質・

能力を形成する。

【教職資質向上期】

中堅養護教諭とし

て、主体的に組織運

営に関わるととも

に、職務に関する専

門性を高める。 

【教職資質充実期】

エキスパート養護

教諭として、組織運

営を主導するととも

に、職務に関する専

門的で高度な実践を

展開し、指導性を発

揮する。

【教職資質発展期】 

高い指導力

や豊富な経験

を生かし、学

校運営を推進

する。

豊富な経

験を生か

し、広い視

野で組織的

な学校運営

を行う。 

（管理職） 

［栄養教諭としての資質の向上に関する指標］ 
ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４

【教職準備期】

栄養教諭として、職

務に対する志を高め、

求められる資質・能力

の基盤を形成する。

【教職基礎形成期】

若年栄養教諭とし

て、職務に関する基

礎的・基本的な資質・

能力を形成する。

【教職資質向上期】

中堅栄養教諭とし

て、主体的に組織運

営に関わるととも

に、職務に関する専

門性を高める。 

【教職資質充実期】

エキスパート栄養

教諭として、組織運

営を主導するととも

に、職務に関する専

門的で高度な実践を

展開し、指導性を発

揮する。

【教職資質発展期】 

高い指導力

や豊富な経験

を生かし、学

校運営を推進

する。

豊富な経

験を生か

し、広い視

野で組織的

な学校運営

を行う。 

（管理職） 
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［北九州市立幼稚園の園長及び教員としての資質の向上に関する指標］ 
ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４

【教職準備期】 

教職現場での実践

的課題を見通し、求

められる資質の基盤

を形成する。

【教職基礎形成期】

チーム園の一員と

して教育に関する基

礎的・基本的な資質・

能力を形成する。

【教職資質向上期】

指導(保育)力を発

揮し、ミドルリーダー

として主体的に園運

営に参画する。 

【教職資質充実期】

高い指導(保育)力

を発揮するととも

に、重要な校務分掌

の責任を担い、園運

営を推進する。 

【教職資質発展期】 

高い指導

(保育)力や豊

富な経験を生

かし、学級

（園）運営を推

進する。（教

諭） 

豊富な経

験を生か

し、広い視

野で組織的

な園運営を

行う。 

（管理職） 

［事務職員としての資質の向上に関する指標］ 
ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４

【準備期】

教育に対する知見

を深め、求められる

資質の基盤を形成す

る。

【基礎形成期】
（係員） 

チーム学校の一員

として事務職員の職

務を展開し、実践力

を磨く。

【資質向上期】
（主任） 

事務の専門性を高

め、ミドルリーダーと

して学校運営に参画

する。 

【資質充実期】
（主査） 

（１０年目以上の主
任） 

重要な校務分掌の

責任を担い、学校運

営を推進する。

【資質発展期】 

（事務長）

豊富な経験

を生かし、学

校運営を推進

する。

豊富な経

験を生か

し、広い視

野で組織的

な学校運営

を行う。 

（管理職） 

② 学校事務職員に求められる役割 

特に学校事務職員については、平成２９年４月の学校教育法の改正により、その職務が見直

され、学校組織における唯一の総務・財務等に通ずる専門職として、より主体的・積極的に校務

運営に参画することが求められている。 

北九州市教育委員会では、学校事務職員の標準職務表及び各職位（事務長、主査（事務主

幹）、主任、係員）に応じて求められる基本的な役割を定め、管理職のマネジメントのもと、事務

処理の効率化等を図りつつ、チーム学校の一員として、学校運営への支援・参画の拡大等を進

めている。 

なお、学校事務職員としての各職位における役割は以下のとおりであるが、これに留ま

らず、管理職として学校運営を行うことも期待される。

職位 具体的な実践例 

事務長 

校長の監督を受けて事務を統括する 

・ 事務室の総括 

・ 予算決算の総括 

・ 校長の補佐 

・ 対外折衝 
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（３） 能力を発揮できる職場環境の整備 

   教職員が能力を向上させ、それぞれの職場でその能力を最大限に発揮するためには、良好

な職場環境の整備が必須である。業務改善、ワーク・ライフ・バランスの推進、教職員間の良好

なコミュニケーション、ハラスメントのない職場づくり、メンタルヘルスの向上、性別にかかわら

ず能力を発揮できる職場環境づくりを進める。 

このような職場環境の創出については、学校管理職のリーダーシップの下で、目標の明確化、

心理的安全性の確保、教職員の経歴・背景の多様性を考慮したマネジメントなども不可欠であ

る。 

事務主幹 

主査 

上司の命を受けて複雑かつ高度な事務をつかさどる 

・ 事務共同実施のグループリーダー・サブリーダー 

・ 主体的、積極的に業務上の課題を把握し、解決策を模索 

・ 事務共同実施グループ内の若手学校事務職員（概ね新採職員から

３年目まで）の指導役 

主任 
上司の命を受けて複雑な事務をつかさどる 

・ 共同実施及び学校全体を見渡した視野の広い業務遂行 

係員 上司の命を受けて事務をつかさどる 
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６ アクションプラン 
先に述べた人材育成の視点に立った具体的な取組の方策として、次のアクションプランを示
すこととした。教育委員会と学校の役割を明らかにし、両者が一体となって個々の教職員の人
材育成を進めていく。 

全ステージを貫く取組 

 人事異動及び校内人事等による育成

人材を効果的に育成し、個々のウェルビーイングを実現していくためには、研修によ
る直接的な支援だけでなく、人事異動や校内人事等を通じた育成が重要である。ついて
は、教職員個々の特性を生かし、能力が十分発揮できるように、以下のような取組を行
う。 

教育委員会の取組 学校の取組
【人事異動】 
・ 人事異動方針等に基づき、教職員の人

材育成につながる配置を行う。 
・ 多様な教職員の専門性を生かすことで

人材育成につながるように、全市的視野
に立った校種間及び、広域的な教職員の
交流を行う。 

【優れた教育活動等実践教職員等表彰及び公募制度の実施】
・ 優れた教育活動等実践教職員等表彰の

実施により、人材発掘するとともに、そ
のスキルを研修等の場で発信、活用でき
るようにする。 

・ 公募制度の実施により、教職員の資質
能力を発揮させ、人材育成に資するよう
にする。 

【研修の受講奨励】 
・ 対話による受講奨励等の趣旨や内容に

ついて、評価者研修等の機会を通じて学
校へ伝達する。 

【校内人事の工夫】 
・ 学校を取り巻く様々な課題に対応する

ため、教職員の専門性や強みを生かし、
能力を高めるための校内人事を戦略的
に行う。例えば、生徒指導、読書指導、
ＩＣＴスキルなどについての専門性が
高い教職員をその資質を生かせるポジ
ションに配置する。また、教職員がキャ
リアの中で特別支援教育に関わる機会
を設けるようにする。 

【各種のプロジェクトチームへの参加】 
・ 例えば、危機管理対応の際に、年齢や

経験によらずプロジェクトチームを立
ち上げ、具体的な対応策等を考え対応す
ることを通して、教職員に危機管理対応
のスキルを身に付けることができるよ
うにする。（他には SDGs プロジェクト、学力

向上プロジェクト、食育推進プロジェクト等） 

【優れた教育活動等実践教職員等表彰及び公募制度の活用】
・ 教職員の資質能力や意欲等を踏まえ、

優れた教育実践を推進するとともに人
材育成に資するために、優れた教育活動
等実践教職員等表彰や公募制度を積極
的に活用する。 

【研修の受講奨励】 
・  当初面談等では、教職員の研修履歴や

校内での期待される役割等を基に、管理
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【派遣・長期研修等の案内】 
・ 人材育成の長期的なビジョンに基づ

き、学校に各種の派遣を計画的に案内す
るとともに、関係機関との連絡調整を行
う。

職がそれぞれの教職員の実情に合った
研修の受講を勧める。 

・ 管理職からの研修の受講奨励にあた
っては、教職員が受け身ではなく、主
体的・積極的に研修等を受けるよう、
コーチングの意識をもって教職員の意
欲を引き出すことができるような対話
を行う。 

【派遣・長期研修等の活用】 
・ 附属小・中学校や教職大学院等への長

期派遣研修の機会を活用し、教科等の専
門性の向上や学校マネジメントにかか
る資質能力の育成を図る。 

 人事評価

人事評価制度の目的は、学校を取り巻く様々な課題を解決し、教育改革を推進する教
職員一人一人の意欲を引き出し、資質を向上させ、もって学校教育を活性化させること
である。ついては、人事評価がそのような目的を達成し、人材育成の観点からも効果を
発揮するよう、以下のような取組を行う。 

教育委員会の取組 学校の取組
【資質向上に関する指標に基づく研修】 
・ 資質向上に関する指標に基づく、多様

な研修を設定し、人材育成を体系的に実
施できるようにする。 

・ 養護教諭や栄養教諭、事務職員の職務
の専門性に鑑みて、資質向上に関する指
標を個別に策定して研修サイクルをよ
り実質化するとともに、他校の教職員と
も学び合うことができる場を構築する。

【自己のキャリア意識の醸成】 
・ 教職員自身がキャリアパスを意識でき

るように、教職員向けの説明資料を作
成・配付する。 

【評価者研修の実施】 
・ 適正な評価を行い、人事評価を計画的

な人材育成に活用するため、評価者研修
を実施する。 

【目標の設定】 
・ 当初面談では、資質向上に関する指標

に基づき、教職員の強みや能力、伸ばし
たい能力について共有し、キャリアパス
の目標に応じて目標設定を行う。 

・ 校内のベクトルを合わせ効果的な取組
とするために、学校経営方針やスクール
プランの関連を図る。 

【教職員の適正な評価と動機づけ】 
・  教職員の人事評価を公正、適正に行う

ために、職務内容の事実等を観察・把握
し、指導助言するとともに、事実に基づ
く評価を行う。 

・ 管理職が教職員との対話、研修前後の
声かけ、授業参観等を適宜実施し、教職
員の意欲を引き出す。 
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 働きやすい環境の整備

教職員が力を発揮し、よりよい教育を実施していくためには、教職員一人一人がや
りがいをもって、いきいきと働き、ウェルビーイングを実現できる職場環境でなけれ
ばならない。ついては、働きやすい環境の創出を図るために、以下のような取組を行
う。 

教育委員会の取組 学校の取組
【働きやすい環境の整備】 
・ 「業務改善プログラム」の策定と更新

により、教育の質の向上や教職員のワー
クライフバランスの充実に向けた取組
みを推進する。 

・ 業務改善、学校施設の整備、ハラスメ
ント防止やメンタルヘルス対策の充実、
専門スタッフによる支援の充実等に積
極的に取り組む。 

【ファシリテーションによる支援体制の充実】
・ 専門スタッフの配置による組織体制

強化の支援をする。具体的には、メンタ
リング教員やスクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカー、スクールサ
ポートスタッフ、学校図書館職員、部活
動指導員等を効果的に配置する。 

・ 小学校における専科指導や一部担任
制、持ち合い授業等を効果的に活用でき
るように支援し、教育の質の向上や教員
の負担軽減を推進する。 

・ 「業務改善プログラム」を学校と連携
し、着実に推進するとともに、保護者や
地域にもプログラムを周知し、理解を得
ながら、取組を進める。 

【働き方改革の取組】 
・ 「業務改善プログラム」を基に学 
校の実情に合った取組を選択し、組 
織的に働き方改革に取り組み、教職員の
ワークライフバランスの充実に資する
ようにする。 

・ 校内において、特定の教職員の在校等
時間が多い場合は、個別の指導助言や業
務の平準化等の組織的な対応とともに、
労働安全衛生面からの指導を行う。 

【ファシリテーションの実施】 
・ 専門スタッフの効果的な活用を推進

する。メンタリング教員や学校図書館職
員、スクールカウンセラー等を効果的に
活用するために、本人や関係者との対話
を通して、具体的な役割等を確認する。

・ 目指す学校づくり、あるいは危機管理
対応に向けて、学校内外の関係者のそれ
ぞれの強みを引き出しながら連携・協働
して、学校のレジリエンスを高める。 

・ 学校の実情に応じて、校内研修等を全
ての教職員が一体となった学び合いの
場となるようにする。それにより、養護
教諭や栄養教諭、事務職員とその他の教
職員とが、互いの職務や専門性等につい
て理解し合うことができるようにする。

【心理的安全性の確保】 
・ 萎縮せずに意見を述べたり、前例のな
い試みに挑戦したりすることができる環
境を醸成し、心理的安全性を確保した環境
づくりに努める。例えば、特定課題に対す
るプロジェクトチームを立ち上げ、意図的
にボトムアップを図る。 
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 女性活躍推進

多様な人材の専門性を生かし学校としてのレジリエンスを高めることが求められて
いる。そのために女性活躍は不可欠であり、より学校経営に参画することが求められ
る。 

本市では、正規教員の約６割が女性であるが、教務主任に占める女性の割合や管理
職に占める女性の割合は、ともに約２～３割である。 

一般的に女性は、男性と比べ、ライフイベントの仕事への影響が大きく、仕事と家
庭の両立の難しさや、身近にロールモデルがいないこと等を理由に、管理職への昇進
を躊躇したり、キャリアアップを諦めたりしがちであると言われている。 

ついては、女性が働きやすい職場環境の実現に向けて、女性活躍・ＷＬＢ推進プロ
グラムを基に、以下のような取組を行う。 

教育委員会の取組 学校の取組
【働きやすい職場環境の推進】 
・ 育児に関する制度の改正により、仕事

と生活を両立できる職場環境づくりを

推進する。 
・ 「子育て・介護いきいきハンドブック」

を「教育イントラナビ」に加えて「kitaQ
せんせいチャンネル」に掲載し、子育て
や介護に関する制度について認知度を
高める。 

・ 育児休業から安心して復帰するため
のリモート交流会を実施する。 

・ 業務改善・働き方改革を推進する学校
の好事例を周知し、働きやすい職場環境
の実現を図る。「学校における業務改善
プログラム」を学校と連携することで着
実に推進する。 

【女性活躍推進のロールモデル】 
・ 女性活躍のロールモデルとして、女性

管理職をはじめ、教育現場で活躍する女
性の働き方・やりがい・仕事と生活の両
立等を紹介する動画を作成し、「kitaQ
せんせいチャンネル」等で紹介する。 

【人材の発掘と育成】 
・ 学校訪問や研修等で、指導力の高い人

材や学校経営に参画している人材等の
発掘を行う。 

・ 性別や年齢、経験年数にとらわれない

【働きやすい職場環境の整備】 
・ 結婚や妊娠・出産、育児等のライフイ

ベントと仕事を両立しやすく、働きやす

い職場環境の実現に取り組む。そのため
には、まず長時間労働の是正が必要であ
るため、例えば、業務改善プログラム等
を活用し、在校時間の適正管理に努め
る。 

・ 女性が活躍するためには、家庭の協力
が必要なため、男性の育児参加を推進す
る。管理職が配偶者の出産予定者や育児
休業予定者を把握し、「子育て支援制度
等取得案内票」を活用した面談等を実施
し、育児休業を取得しやすい組織風土の
醸成を図る。 

【校内人事の工夫】 
・ 学校を取り巻く様々な課題に対応す

るためには、教職員集団の多様性が必要
である。その点から管理職や教務主任、
研究主任等、学校経営に参画できるポジ
ションに女性もバランスよく配置して
いくことが望ましい。 

【人材の発掘と育成】 
・ 積極的に性別や年齢、経験年数にとら

われない人材発掘・育成を行う。十分な
対話を行い、学校経営への自主的な参
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人材育成を強化するため、ワーク＆ライ
フ・デザイン研修による意識の醸成を図
る。

画、学校マネジメント研修等への参加等
を促す。

ステージ０（教職準備期）に関する取組 

これまでも、ステージ０を人材確保・人材育成の重要な段階ととらえ、大学と連携・
協力し、教員の養成段階にも関わってきた。今後も、教員養成、採用から、現職教員育
成までを一体的に捉えて改善していくことが必要である。ついては、養成段階を本市
教員の資質の向上に重要な段階と捉えて、大学との連携を一層図りつつ、以下のよう
な取組を行う。 

令和元年度からの５年間は、３００人規模での定年退職及びそれを補うだけの採用
を実施した。今後は定年引上げもあり、退職者の減少による採用人数が絞られてくる。
ついては、本市の教育課題に対応できる優れた資質を有する人材を引き続き確保して
いくために、以下の取組を行う。 

 教育実習

教育委員会の取組 学校の取組
【充実した教育実習体制の構築】 
・ 市内及び、近隣の大学(１６大学 ５

短大)の担当教授等と教育実習に関する
協議会を実施し、教職希望の人材の掘り
起こしに努める。 

・ 学校現場での実践的課題等を見据え
て、「教育実習サポートガイドブック」
の内容を充実させ、教育実習において
活用できる資料を提供する。 

【本市における教職の魅力発信】 
・ 教育実習を人材確保の絶好の機会と

とらえ、実習生が学校現場での体験を通
して教職の魅力や本市で働くことへの
魅力を感じることができるようにする。
具体的には、本市の「先生を一人にしな
い」という取組や働き方改革を推進して
いることなどを感じてもらい、本市の教
職の魅力を実感できるようにする。 

 教員採用(新採等)

教育委員会の取組 学校の取組
【関係機関との連携及び広報】 
・ 新規採用教員が、入職後に学校現場で

スムーズに適応・活躍できるよう、大学
との連携を一層図る。 

・ 北九州市の教員として働くことの魅
力を効果的に発信するための広報活動
を積極的に行う。具体的には、県内外の
大学訪問等による説明会の実施や専用
ＨＰ、メールマガジン、ＰＲ動画等の魅
力発信を行う。 

・ 教員の数の確保だけでなく、優秀な教
員の確保のため、教育委員会が定めた要

【学生ボランティア等の受け入れ】 
・ 教育実習期間以外も、学生ボランティ

ア等での受け入れを積極的に行い、子ど
もとの関係づくりや学級経営、授業づく

り等を体験的に学べるように支援する。
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件を満たした者に対しての特別選考や
模擬授業・集団討議・個人面接等による
多面的な評価を実施する。 

・ 採用の早期化・複数回化等、状況の変
化に迅速かつ柔軟な対応に努める。 

【実践的講座の機会提供等の取組】 
・ 「北九州教師養成オンラインみらい

塾」や「みらい塾出前講座」を通し
て、実践的な指導技術の習得や入職に
対する不安軽減を図るとともに、講座
内で本市の教員として働くことの魅力
を積極的に発信する。 

【キャリア教育の推進】 
・ 地元で教職に就くというキャリアビ

ジョンを早い段階から描いてもらうた
め、中高生対象の「北九州ゆめみらいワ
ーク」で教職のブースを設置し、その魅
力を発信する。 

・ 市内の高校を訪問し、出前授業等を実
施し、教師の魅力発信を行う。 

【キャリア教育の推進】 
・ 出前授業や中高生対象の「北九州ゆめ

みらいワーク」等のキャリア教育の場に
生徒が参加する機会をつくる。 

 教員採用(講師等)

教育委員会の取組 学校の取組
【講師登録の促進】 
・ 積極的な講師募集（ポスター、チラシ、

ＰＲ動画等）を行うとともに、採用試験
後の講師登録の促進を行う。 

・ 講師経験リストを基に、個別・直接的
なアプローチを行い、人材確保に努め
る。 

・ より質の高い人材の確保に向けて教
員免許保持者を広く募集し「ペーパーテ
ィーチャー講座」を開催する。 

・ 退職校長会のネットワークを活用し、
講師の確保につなげることができるよ
うにする。 

【講師の資質向上と人材確保】 
・ 新任講師研修等により即戦力となる 
 教員を養成するとともに、人材確保につ

なげる。 

【校内における環境整備】 
・ より実践的な指導力の向上を図るこ

とができるように日常的なＯＪＴを推
進する。 

・ 講師が新たな学びの場に参加しやす
くなるように、業務量の調整等を管理職
が積極的に講じるとともに協働的な職
場づくりに努める。 

・ 本市の「先生を一人にしない」という
取組や、働き方改革を推進していること
などを感じてもらい、本市の教職の魅力
を実感できるようにする。 

【本市採用試験の奨励】 
・ 講師には、実践を通して指導力の育成

に努めるとともに、できる限り北九州市
の採用試験を受けるよう勧め、人材確保

に努める。 
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ステージ １～４に関する取組

 職場内における育成 （Oｎ ｔｈｅ Jｏｂ Trａｉｎｉｎｇ 以下「ＯＪＴ」という。）

大量退職・大量採用による、ベテラン教員と若手教員の二極化や学校の小規模化など
により、同僚性の中で知識や技術の伝承を行うことが困難になってきている。 

ついては、すべての学校で多様な経験の提供と全校体制で管理職や先輩教職員の支援
が行われるよう、以下のような取組を行う。 

① ステージ １～２ 

教育委員会の取組 学校の取組
【学習指導に係る取組】 
・ 新たな教育ニーズに対応するＯＪＴを

支援する体制の構築に関する資料提供
(※１)や、研修(※２)、教科等の指導力を育
成するための資料提供(※３)や学校支援
力向上訪問を行う。

(※１)「人材育成のためのＯＪＴのススメ」

(※２)教育センターのＯＪＴに関する研修及び実践型研修
(※３)「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」の実現に向

けた指導のポイント〈施策編〉〈教科編〉及び「学びの質を高

める授業」づくり４つのステップ等 

【生徒指導に係る取組】 
・ 各区の担当指導主事とスクールソーシ

ャルワーカーが情報を共有し、効果的に
学校への支援を図る。 

【特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応に係る取組】
・ 各校における特別支援教育コーディネ

ーターの複数指名を推進するとともに、
研修等を通して特別支援教育に関する
専門性の向上を図る。 

【ＩＣＴや情報・教育データの利活用に係る取組】
・ 「個別最適な学び」と「協働的な学び」

の一体的な充実に向けた授業改善につ
なげるために、１人１台端末の活用を推

【学習指導に係る取組】 
・ 同僚間での新たな知識や技術の伝達 

 や支援、助言を促すために、教員の専門
性を生かした役割分担、メンター制によ
る若年教員の校内研修体制の構築等を
推進する。 

・ 教員の実情に応じて、授業づくりの基
礎から研修できるよう校内の仕組みを
構築する。 

【生徒指導に係る取組】 
・ 子どもに寄り添い、保護者や校内組織

等と連携し、生徒指導を行うことができ
るように、関係職員で情報を共有し、早
期に組織的な支援を行うことができる

校内支援体制を整備する。   
・ 特に、問題事象等の事案が発生したと

きは、記録に確実に残すとともに管理職
への迅速な報告を徹底する体制づくり
を推進する。 

【特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応に係る取組】
・ 個別の指導計画等を基に、子どもの特

性等を十分に把握し、具体的な関わり方
を校内で共通理解する。 

・ 必要に応じてケース会議等を実施し、
組織で対応することの重要性を認識で
きるようにする。 

【ＩＣＴや情報・教育データの利活用に係る取組】
・ 情報担当主任やＩＣＴアドバイザー教

員が中核となって、校内の研修体制を整
えながら、「個別最適な学び」と「協働
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進するための研修の在り方や、ＯＪＴの
ための校内体制づくりについて、ＧＩＧ
Ａスマートスクール等の取組を紹介し
ながら、伴走型の支援を行う。

【養護教諭等の資質向上】 
・ ＯＪＴ、校外研修を効果的に実施する

ことで、養護教諭としての基礎的・基本
的な資質・能力の向上を図り、職務に関
する専門性を高めることができるよう
支援する。 

【栄養教諭等の資質向上】 
・ ＯＪＴ、校外研修を効果的に実施する

ことで、栄養教諭としての基礎的・基本
的な資質・能力の向上を図り、職務に関
する専門性を高めることができるよう
支援する。 

【学校事務職員等の資質向上】 
・ 共同学校事務室による、ＯＪＴを効果

的に実施することで、室員及び学校事務
職員の資質・能力の向上を図ることがで
きるよう支援する。 

的な学び」の一体的な充実に向けた１人
１台端末の活用を推進する。また、各教
科等での学びを深めていくために、情報
活用能力の育成とともに、授業改善に取
り組むことができるようにする。

【養護教諭等の資質向上】 
・ チーム学校の一員として、学校経営方

針に基づいた保健室経営を行うことが
できるように配慮するとともに、健康観
察、健康診断、救急処置、疾病の予防・
管理等について、組織の一員として連携
して取り組むことができるように体制
づくりを推進する。 

【栄養教諭等の資質向上】 
・ 学校給食や各教科等の特性を踏まえ、

教職員と連携を図りながら、栄養教諭の
専門性を生かした学校における食育の
推進や給食管理全般の指導ができるよ
う支援体制を構築する。 

【学校事務職員等の資質向上】 
・ 総務・財務等に通じる専門職である学校

事務職員等においては、共同学校事務
室、共同実施等の仕組みを通して実践力
を磨き、専門性を高めることができるよ
うにする。 

② ステージ３～４ 

教育委員会の取組 学校の取組
【学習指導に係る取組】 
・ 教育センターが希望制・校長推薦のマ

ネジメント研修やキャリアデザイン研
修を設け、受講者が研修での学びを校内
ＯＪＴにおける実践に生かすことがで
きるようにする。 

・ 新たな教育ニーズに対応できるよう、
ＯＪＴ体制の構築に関する資料提供(※

１)や、研修(※２)、教科等の指導力を育成
するための資料提供(※３)や学校支援訪
問を行う。

(※１)「人材育成のためのＯＪＴのススメ」

(※２)教育センターのＯＪＴに関する研修及び実践型研修
(※３)「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」の実現に向

けた指導のポイント〈施策編〉〈教科編〉及び「学びの質を高

める授業」づくり４つのステップ等 

【学習指導に係る取組】 
・ 学校経営方針に基づいたカリキュラ

ム・マネジメントを行う。ＰＤＣＡサイ
クルに基づく全校体制による校内研究
等を通して、職場全体で教員の授業力の
向上を目指す風土の醸成を図る。 

・ 経験や専門性を生かし、他の教職員の
課題解決を支援することができるよう
に、メンターや主任等のポジションに配
置しＯＪＴを推進する。 

・ メンターや主任等の役に配置すること
で、とりわけ、経験年数が浅い教員に対
して、実情に応じた授業づくりを支援・
助言できるようにする。 
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【生徒指導に係る取組】 
・ 学校が抱える諸課題に対し、学校が適

切な対応を組織的に進めることができ
るように、スクールカウンセラーやスク
ールソーシャルワーカー、スクールロイ
ヤー等の専門人材の配置・活用を推進す
る。 

【特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応に係る取組】
・ 学校配置看護師や特別支援教育学習支

援員、介助員等の特別支援教育を推進す

る人の配置・活用を推進する。 
・ スクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカー等の専門家の派遣を推
進する 

【ＩＣＴや情報・教育データの利活用に係る取組】
・ クラウド環境を校務の中で活用するこ

とを提案し、さらに働きやすい学校環境
づくりを推進する。クラウドで情報を共
有する良さを教職員が実感できる情報
発信を行うとともに、セキュリティポリ
シー等のガイドラインを随時更新する。

【養護教諭等の資質向上】 
・ 教科等教育研究部会、校外研修等を通

じて、自らも学び続けながら、高い指導
力や豊富な経験を生かし、他の養護教諭
に範を示すとともに、学校運営の推進を
図ることができるよう支援する。 

【栄養教諭等の資質向上】 
・ 教育委員会所管の会議や校外研修等を

通じて日々の業務を進め、その中で高い
指導力や豊富な経験を生かし、他の栄養
教諭に範を示し、指導・助言することが
できるよう支援する。 

【学校事務職員等の資質向上】 
・ 共同学校事務室による、ＯＪＴを効果

的に実施することで、室員及び学校事務

【生徒指導に係る取組】 
・ 管理職及び教職員との確実な情報の共

有を図り、組織的かつ適切な生徒指導を
推進することができるようにする。ま
た、関係機関等と連携した校内支援体制
を整備し、諸課題への対応力を高めるこ
とができるようにする。特に、問題事象
等の事案が発生したときは、管理職への
迅速な報告を徹底する体制づくりを推
進する。 

【特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応に係る取組】
・ 関係機関等との連携を確立・強化し、

組織的な子どもの理解及び個に応じた

指導・支援を推進する。 
・ 必要に応じてケース会議等を企画運営

し、会議における意見をもとに、支援の
方向性を取りまとめる等の経験を積め
るようにする。 

【ＩＣＴや情報・教育データの利活用に係る取組】
・ 端末で共同編集をしながら意見をまと

めることや、資料を共有することなど、
児童生徒が 1人 1台端末を使うのと同じ
ように、教師が校務でクラウドを活用す
る機会を確保する。繰り返し使いながら
教職員が慣れていくことを目指す。 

【養護教諭等の資質向上】 
・ 学校運営におけるリーダーとしての役

割について対話を通して自覚し、組織的
に連携した保健管理、保健教育の充実を
図り、指導的役割を身に付けることがで
きるようにする。 

【栄養教諭等の資質向上】 
・ 学校運営におけるリーダーとしての役

割を自覚し、学校教育活動全体を通し

て、学校における食育の推進や給食管理
等、職務に関する専門的で高度な実践を
展開し、指導性を発揮することができる
よう指導・助言を行う。 

【学校事務職員等の資質向上】 
・ 総務・財務等に通じる専門職である学

校事務職員等においては、共同学校事務
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職員の資質・能力の向上を図ることがで
きるよう支援する。 

【管理職育成】 
・ 管理職及び教職員対象に法改正に伴う

説明を行うなど、最新の教育情報の周知
を図り、学校運営を支援する。 

・ 教職員の専門性、能力が発揮された特
色ある学校づくりを実現するため、学校
事務職員、栄養教諭、養護教諭の管理職
登用を推進する。

室、共同実施等の仕組みを活用すること
で、校内の課題解決において総括的な判
断から学校運営を推進するように促す。

【管理職育成】 
・ 管理職候補者となる人材を中堅教員

（ミドルリーダー）の段階から、対話を
通して自覚を促したり意欲を高めたり
する。また、学校経営に主体的に参画さ
せながら、複雑化・多様化する教育課題
の解決に向けた実践力を身に付けるこ
とができるようにする。 

・ 実際の危機管理対応にチームの一員と
して参加させ、管理職からの指示の仕

方、役割分担、情報収集の仕方を身に付
けることができるようにする。 

・ 教務主任や学年主任、研究主任、プロ
ジェクトリーダー等としての役割を担
わせ、リーダーシップやマネジメントの
スキルを身に付けることができるよう
にする。 

・ 養護教諭や栄養教諭、事務職員が、学
校運営に参画することができる校内体
制をつくり、学校経営等に関する知見を
得ることができるようにする。 

 職場外における育成（Oｆｆ ｔｈｅ Jｏｂ Trａｉｎｉｎｇ 以下「ＯＦＦ－ＪＴ」という。）及び自己啓発（Ｓｅｌｆ Dｅｖｅｌｏｐmｅｎｔ  以下「ＳＤ」という。）

ＯＦＦ－ＪＴの実施にあたっては、資質の向上に関する指標に基づき体系化を図り
ながら、ＯＦＦ－ＪＴの意義を踏まえて、一層効果的なものへと改善を図っていくこ
とが必要である。ついては、研修への意欲を向上し、その効果を高めるため、教員のニ
ーズを顕在化させた上で、以下のような取組を行う。 

また、現在、本市では、教科等教育研究会や自主サークル等による人材育成を支え
る取組が、教科等（事務や栄養、養護に関するものも含む）の後進育成に大きく貢献し
ている。しかしながら、教科や校種等により、参加者や活動の状況に差が生じている
面がある。ついては、ＳＤの活性化に向けて、以下のような取組を行う。 

① ステージ １～２ 

教育委員会の取組 学校の取組
【ＯＦＦ－ＪＴに係る取組】 
・ 資質の向上に関する指標に基づき、研

修システム（※）を運用する国とも連携し
て研修の体系化を図るとともに、学校に
情報提供する。 

【ＯＦＦ－ＪＴに係る取組】 
・ 教職員と管理職とが対話を繰り返す

中で、教職員が学ぶ意欲を高め、自らの
研修ニーズを踏まえながら、主体的に学
ぶことができるように工夫する。  
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※ 研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に関して、国は
教育委員会や大学等と連携して以下の機能の一体的構築を進

めている。 
○ 研修履歴を記録する全国的な情報システム 
○ 研修コンテンツを一元的に収集、提供するプラットフォーム 

・ 教育センターの実践型研修等を通じ
て、ＯＦＦ－ＪＴをＯＪＴと関連付ける
ことができるような機会を提供し、人材
育成に係る取組の効果を高めることが
できるように支援する。 
・  業務改善の視点から、オンラインの活用
も考慮しつつ、研修内容の重点化や精選
なども含め、効果的・効率的な研修実施
体制を整える。

【ＳＤに係る取組】 
・ 教育センターの「明日に＋オンライ

ン」や「教Ｃ寺子屋一休さん」を含めた
ＳＤに係る既存の仕組みの充実を図る。

 教科や校種等に関わらず、教育研究に関
する団体による活発な活動による人材
育成が行われるように、校長会とも連携
して支援する。

・ 教育センターが提供する年間の研修
計画等を参考に、主体的・自律的な目標
設定を促し、指導力の向上を図る。 

・ 教職員が、市内外のロールモデルに触
れたり、各校種で学習する子ども達の様
子から学んだりできるよう、学校外で学
ぶ機会を調整し、指導力の向上を図る。

【ＳＤに係る取組】 
・ 管理職や担当主任が、「kitaQ せんせ

いチャンネル」や「教師のしおり」、「Ｇ
ＩＧＡサポートサイト」等の情報を校内

で積極的に発信するとともに、「教Ｃ寺
子屋一休さん」や「明日に＋オンライン」
等に参加できる環境づくりを行う。 

・ 自主的に参加する教科等（養護、栄養、
幼稚園、事務に関するものも含む）の研
究会での学びを通じて、自らの力量を高
めることができるよう支援する。 

② ステージ３～４ 

教育委員会の取組 学校の取組
【ＯＦＦ－ＪＴに係る取組】 
・ 資質の向上に関する指標に基づき、研

修システムを運用する国とも連携して
研修の体系化を図るとともに、学校に情
報提供する。 

・ 教育センターと各課、関係機関が連携
しつつ、教職経験や専門性等に応じた質
の高い学びの機会を体系性をもって提
供する。 

・ 学校経営や研究推進等に必要な資質
を高める研修(※)を企画・実施することで
組織運営を担う人材育成に向けた支援
体制を整える。 

(※) 教育センターのマネジメント研修、キャリアデザイン研修及び、

独立行政法人教職員支援機構による研修等 

【ＯＦＦ－ＪＴに係る取組】 
・ 教育委員会が提供する年間の研修計

画等を参考に、対話を通して教職員の主
体的な目標設定と研修受講を促し、資質
能力の向上を図る。 

・ 時代の変化に対応して求められる資
質能力を身に付けるとともに、新たな知
見を取り入れて、校内で広げることがで
きる人材の育成を推進する。 

・ 組織運営への参画意識を高めるとと
もに、教育センターのマネジメント研
修、キャリアデザイン研修及び、独立行
政法人教職員支援機構による研修等へ
の積極的な参加を促す。 

・ 養護教諭、栄養教諭、幼稚園教諭、事
務職員については、その専門性を最大限
に生かすために専門分野の最新の動向

等に関する研修機会を確保し、資質向上
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【ＳＤに係る取組】 
・ 指導主事と部会組織(教科等教育研究
部会、特定課題対応研究部会等)との密
な連携のもと、校種や教科等の課題に応
じた実践研究・人材育成に係る体制を整
備し、その実施を支援する。

を図ることができるようにする。そのた
めに職務の範囲等を踏まえた上で、主体
となって行う業務の整理等を行い、研修
時間の確保に努める。 

【ＳＤに係る取組】 
・ 各教科や校種、職種等の研究に関する
団体による活発な活動が行われるよう
に、教科等教育研究部会などにおける取
組や人材育成を積極的に進める。
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